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☆公開セミナーのお知らせ
家畜と人と環境を守るために
－動物用医薬品の適正な使い方－

　　　　主催：財団法人　畜産生物科学安全研究所
　　　　後援：農林水産省

「動物用医薬品等環境影響調査事業」を（財）全
国競馬・畜産振興会から助成を受け平成 20 ～ 21
年度で実施した。本事業では、畜産現場での使用
量が多い又は環境への影響が大きいと考えられる
動物用医薬品等に関して、どの程度環境中に放出
されているかの実態調査を行い、環境への影響の
より少ない使用法等を検証した。今回、それらの
成果を畜産関係者にお知らせするための公開セミ
ナーを企画した（参加費：無料）。

記
１．開催日時
平成 22 年３月 24 日（水）
14 時 30 分～ 16 時 30 分

Ｎo．3094　農林水産省消費・安全局　畜水産安全管理課、動物衛生課　2010．３．15

２．開催場所
東京農工大学農学部
（正面玄関より案内板に沿ってお進みくださ
い。）

３．プログラム
（１）家畜生産と環境保全

羽賀　清典（（財）畜産環境整備機構参与）

（２）動物用医薬品と環境影響評価について
遠藤　裕子（農林水産省動物医薬品検査所
検査第二部一般薬検査室長）

（３）環境に優しい動物用医薬品の使い方
①　動物用医薬品の環境に対するリスク
（財）畜産生物科学安全研究所　伊藤　義彦
②　動物用医薬品の適正な使い方
（財）畜産生物科学安全研究所　薄井　典子
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改　正　前

８　移動制限の例外
（略）
（１）（略）
（２）（略）
ア・イ（略）
ウ　検査方法 
（ア）（略）
（イ）ウイルス遺伝子検出検査 

死亡家きんを含むイの検体及びその他家畜
防疫員が必要と認める検体の気管スワブ及び
クロアカスワブについて、別紙４の検査又は
動物用医薬品として承認された診断薬による
検査を行う。

エ（略）
（３）～（５）（略）

（別記様式１）～（別記様式３）（略）

（別紙１）～（別紙３）（略）

（別紙４）
家きん卵出荷監視検査におけるウイルス遺伝子
検出検査
（略）

改　正　後

８　移動制限の例外
（略）
（１）（略）
（２）（略）
ア・イ（略）
ウ　検査方法 
（ア）（略）
（イ）ウイルス遺伝子検出検査 

死亡家きんを含むイの検体及びその他家畜
防疫員が必要と認める検体の気管スワブ及び
クロアカスワブについて、別紙４の検査若し
くは別紙５の検査又は動物用医薬品として承
認された診断薬による検査を行う。

エ（略）
（３）～（５）（略）

（別記様式１）～（別記様式３）（略）

（別紙１）～（別紙３）（略）

（別紙４）
家きん卵出荷監視検査におけるウイルス遺伝子
検出検査（RT-PCR 検査）
（略）

☆「高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及びまん延防止措置
の実施に当たっての留意事項について」の一部改正について

2 1 消安第 1 3 5 5 0 号
平成 2 2 年３月５日

都道府県知事　殿
農林水産省消費・安全局長　

高病原性鳥インフルエンザに係る防疫対策については、家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166 号）第３
条の２第１項の規定に基づく「高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」（平成 16 年 11
月 18 日農林水産大臣公表）に基づき実施することとし、その運用の細部については、「高病原性鳥インフル
エンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及びまん延防止措置の実施に当たっての留意事項
について」（平成 16 年 11 月 18 日付け 16 消安第 6227 号農林水産省消費・安全局長通知。以下「留意事項」
という。）を定め、実施してきたところです。
今般、迅速な防疫対応を実施するため、新たなウイルス遺伝子検査を用いることとし、留意事項を別添の
とおり改正しましたので、御了知の上、今後とも本病の防疫措置の迅速かつ的確な実施に御協力いただくよ
うお願いします。
別添：http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_bousi/pdf/sisin_ryui.pdf

○高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及びまん延防止措置の実施
に当たっての留意事項について（平成 16 年 11 月 18 日付け 16 消安第 6227 号）の一部改正新旧対照表
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（別紙５）
家きん卵出荷監視検査におけるウイルス遺伝子検出
検査（リアルタイムRT-PCR 検査）

Matrix 遺伝子の保存領域を標的にしたプライ
マーでA型インフルエンザウイルスを検出すると
ともに、必要に応じて、HA遺伝子 HA2 領域を標
的にしたプライマーでH5 亜型、H7 亜型の同定を
行う。

１　RNA抽出
キアゲン社の RNeasyMiniKit 若しくはこれと
同等の能力を、有する RNA抽出キットを用いそ
れぞれ添付マニュアルに従う。

２　リアルタイムRT-PCR 検査
x-OvO 社 の The FLOCKSCREEN AI-4 PCR 
Kit（以下「リアルタイム PCRキット」という。）
を用い、以下の方法で検査を行う。なお、A型
インフルエンザウイルスの検出を先に行い、陽性
であった検体について、必要に応じて、H5 亜型
及び H7 亜型のA型インフルエンザウイルスの
検出を行う。
（１）プライマー・プローブ混合液の作成

凍結乾燥されたプライマー・プローブを
1.2mL の RNase-free 蒸留水で融解し、プライ
マー・プローブ混合液とする。

（２）陽性対照RNAの作成
凍結乾燥された不活化ウイルスを１mL の
RNase-free 蒸留水で融解後、１の方法で RNA
を抽出して、陽性対照RNAとする。

（３）リアルタイムRT-PCR 反応
ア　以下のように試薬を１サンプル当たり 20
μ Lずつチューブで調整し、反応液とする。

イ　反応液を数秒ボルテックスした後、遠心し
各 20 μ L ずつ滅菌 PCR チューブ又はリア
ルタイム PCR用 96 穴プレートのウェルに分

（新設）

試薬 容量
RNase-free 蒸留水 4.8 μ L

プライマー・プローブ混合液 2.5 μ L
２ x RT-PCR master mix 12.5 μ L

酵素混合液 0.2 μ L
合計 20 μ L
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注する。
ウ　反応液を分注した各チューブ又は各プレー
トのウェルに１により抽出した RNAを 5μ
Lずつ加える。また、陽性対照には（２）の
陽性対照RNAを、陰性対照にはRNase-free
蒸留水をそれぞれ５μ Lずつ加える。
エ　リアルタイム PCR 機器の蛍光フィルター
をFAMに設定し、以下の反応条件でリアル
タイムRT-PCR 反応を行う。
（ア）A型インフルエンザウイルス検出用反

応（FAM蛍光検出）

（イ）H5 亜型、H7 亜型のA型インフルエン
ザウイルス検出用反応（FAM蛍光検出）

ただし、以下のａ及びｂが認められない場合、
その検査は無効とみなし、再検査を行うこと。
ａ陽性対照の増幅曲線に明瞭な増幅が認めら
れ、９から 20 の間の Cycle threshold（Ct）
値を示すこと。
ｂ陰性対照の増幅曲線に閾

いきち

値以上の蛍光の増加
が一切認められないこと。

（６）結果の判定
以下により結果の判定を行う。
ア　明瞭で一定した蛍光の増加が認められ、Ct
値が９から 37 の間にあった場合、陽性と判定
する。
イ　閾値以上のFAMの蛍光の上昇が認められな
かった場合、陰性と判定する。
ウ　Ct 値が９未満の場合、抽出した被検 RNA
を RNase-free 蒸留水で 10 倍希釈し、再検査を
行う。
エ　Ct 値が 37 より大きく、一定しない弱い蛍光

反応 温度 時間
逆転写 50℃ 20 分
初期変性 95℃ 15 分
変性 94℃ 45 秒

アニーリング・
伸長 60℃ 45 秒

40 サイクル

反応 温度 時間
逆転写 50℃ 20 分
初期変性 95℃ 15 分
変性 94℃ 45 秒

アニーリング・
伸長 54℃ 45 秒

40 サイクル
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の上昇を示す場合、非特異的反応とみなし、陰
性と判定する。
オ　Ct 値が 37 より大きく 40 未満であり、弱い
ながらも一定の蛍光上昇を示す場合、疑陽性と
みなし、再検査を行う。

３　注意事項
（１）A型インフルエンザウイルスの検出とH5亜
型及びH7 亜型のA型インフルエンザウイルス
の検出で温度条件が異なるため、注意すること。

（２）プローブは反応検出のためFAMで標識され
ているため、FAMに対するフィルターを有す
るリアルタイム PCR機器を使用すること。

（３）検査の全過程を通して、酵素が含まれる溶液
は４℃前後に保つこと。

（４）１の抽出した RNAを保存する場合は、１
週間程度であれば -20℃前後、長期間であれば
-70℃前後で保存すること。

（５）２の（１）のプライマー・プローブ混合液を
保存する場合は、分注して、暗所で紫外線を避
け -20℃前後で保管すること。

（６）２の（２）の陽性対照RNAを保存する場合は、
数日間であれば４℃前後、長期間であれば -70℃
前後で保存する。なお、保存の際は凍結融解の
繰り返しによる RNA分解を避けるため、分注
保存すること。

☆家畜衛生レポート（福岡県より）
福岡県中央家畜保健衛生所

１　福岡県の概要
福岡県は九州の北東部に位置し、九州と本州を
結ぶ交通の要衝に位置しています。また、福岡
－東京間は約 880km に対して、福岡－上海は約

890km、福岡－ソウルは約 540km と、中国大陸や
朝鮮半島に近いことから、古代、県内には太宰府
政庁や鴻臚館が置かれ、大陸や半島との交流の窓
口として発展してきました。
本県の畜産は、県民の豊かな食生活を支える県
農業の基幹部門として発展を続けてきました。中
でも生乳と鶏卵の生産量は九州でもトップクラス
となっており、「博多和牛」「はかた地どり」「博
多一番どり」、などが県産ブランド畜産物として
定着し、好評を得ています。
なお、本県の家畜飼養頭羽数（H21. ２. １現在）
は、乳用牛 326 戸 17,549 頭、肉用牛 226 戸 27,926
頭、豚 70 戸 80,210 頭、採卵鶏 131 戸 4,166 千羽、
肉用鶏 131 戸 1,720 千羽です。
また、平成 20 年の農業産出額（2,179 億円）に
占める畜産（394 億円）の割合は、18.1％となっ
ています。
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２　家畜保健衛生所の再編整備
本県では、昭和 45 年４月、当時県内に 17 か所
あった家畜保健衛生所（以下、家保）を５か所に
再編・統合して業務を推進してきましたが、最近
の畜産農家戸数や家畜飼養衛生状況等を踏まえ、
より効率的な検査・防疫体制を構築するため、平
成 19 年４月に北九州と筑豊の２家保を統合して
北部家保とし、中央、北部、両筑、筑後の４家保
体制としました。
しかし、庁舎の老朽化が著しいことや精密機器
等を設置するには狭くて業務に支障を来すことか
ら、正確かつ機能的に検査を行うため、昨年９月
以降、中央と北部家保の新築工事に着手し、この
度、中央家保が完成し、平成 21 年 10 月１日から
新庁舎において業務を開始しました。

３　組織体制
管理衛生課、防疫課、病性鑑定課の３課体制で
所長、副所長以下 21 名（獣医師 18 名、事務職２名、
運転士１名）で業務を行っています。

４　新庁舎の概要
福岡市東区箱崎ふ頭の物流倉庫街に位置し、庁
舎はアイボリーを基調とした落ち着いた雰囲気で
す。本棟には１階に事務室、各精密検査室、２階
に会議・研修室また、解剖棟、焼却炉、実験動物棟、
車庫棟があります。
敷地面積は約4,000㎡、本棟の建物面積は約1,600
㎡と旧庁舎に比べやや広く、四角形で効率的・機
能的な構造となっています。また、検査室はウイ
ルス、細菌、病理、生化学、BSE の各検査部門に
分かれていて、ウイルス、細菌、BSE の各部門に
は、BSL（バイオセーフティレベル）２の安全設
備が整備されており、さらに、ウイルス部門には
BSL3 に相当する病原体高度管理室が設置されて
います。
また、遺伝子診断装置や高速液体クロマトグラ
フィ等の最新鋭の検査機器も整備し、病性鑑定の
さらなる機能強化に努めています。
さらに、環境に配慮した施設を目指して、中庭
を囲む形で自然光を多く取り入れ、屋上には植栽
を施すとともにソーラーパネルを設置する予定で
す。

５　管内の概要
当管内は県の北西部に位置し、９市 10 町を管轄

しており、中央部は、人口約 145 万人の福岡市を
抱え、都市型農業が営まれています。
西部では、糸島地域に酪農や繁殖和牛、養豚、
採卵鶏の飼養が盛んで、県内でも有数の畜産地帯
として知られています。
東部では、福岡市と北九州市の間に位置し、都
市化が進む中、HACCP に取り組む大規模な肉用
牛農業や養蜂農家が集中しています。
また、県下唯一の公共育成牧場が３か所あり、
乳用牛の季節放牧が行われています。

６　業務の概要
当管内には、県内の飼育動物診療施設及び動物
医薬品販売等の業者の大半を占めていることか
ら、獣医師法、獣医療法に基づく指導や薬事法の
許認可業務等について監視・指導を行い、法令遵
守の徹底を図っています。
また、家畜伝染病等の発生予防やまん延防止の
ほか慢性疾病による家畜の損耗防止や HACCP シ
ステムの農場への導入・普及等を通じて、県民の
求める食の安全・安心のための取り組みを推進し
ています。
さらに、県下４家保の中で唯一病性鑑定課があ
り、死亡牛の BSE 検査や県内における家畜伝染病
等の総合診断を行っています。
今後とも、家畜衛生の向上を図ることにより、
本県畜産の振興及び発展に寄与したいと考えてい
ます。
お近くにお越しの折には、是非ともお立ち寄り
下さい。職員一同、心よりお待ちしております。

〇管内の獣医師従事状況
職種　　 人員

国家公務員 ９名 （畜産６　公衆３）
県職員 101 名 （畜産 31　公衆 70）
市町村職員 57 名 （畜産５　公衆 52）
団体職員 41 名
産業動物診療 15 名
小動物診療 205 名
その他 41 名
計　　 469 名

〇管内の診療施設開設状況
　　　　　　開設者　　被雇用者　　Ｘ線装置数
産業動物　　　６　　　　　９　　　　　　０
小動物　　　　140　　　　　65　　　　　　172
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〇管内の動物用医薬品販売業許可状況
店舗販売業　　　　　　115 店舗
特例店舗販売業　　　　68 店舗
卸売販売業　　　　　　22 店舗
配置販売業　　　　　　　０店舗

所在地：〒 812-0051
福岡市東区箱崎ふ頭４丁目 14 番５号
電話番号：092-633-2920
FAX番号：092-633-2851

各班だより（国際獣疫班より）

国際獣疫事務局（OIE）と国連農業食料機関
（FAO）は、共催フォーラムとして「越境性感
染症の防疫のための世界的枠組み（FAO/OIE 
Global Framework for Progressive Control of 
Transboundary Animal Diseases: GF-TADs）」
を立ち上げ、各国際機関、各援助機関、各国が連
携して、効率的に越境性感染症対策を進めようと
しております。越境性感染症とは、一国のみの対
応では効果的な防疫が期待できない国境を越えて
まん延していく感染症のことで、高病原性鳥イン
フルエンザ、口蹄疫、豚コレラなどがあります。
最近の鳥インフルエンザの発生でも明らかなよ
うに、動物検疫の強化のみでは、海外からの病気
の侵入を完全に防ぐことはできません。野鳥な
どの野生動物が媒介するほか、地球温暖化の影響
で蚊などの吸血昆虫が北上することにより病気が
拡大することもあります。また、中国、韓国、ア
セアン諸国をはじめとするアジア・太平洋地域
の国々との経済連携が進んでいく中で、動物や畜
産物を介した感染症の侵入リスクは増大していま
す。
このような中、アジア・太平洋地域では、平成
17 年に他地域に先駆けて第 1 回アジア・太平洋地
域 GF-TADs 執行委員会が開催されて以後、常任
事務局（OIE アジア太平洋地域事務所）、地域別
担当機関（アセアン事務局、SAARC 事務局及び
SPC 事務局）、リーディングラボラトリーの設置
等の体制整備が進められてきました。また、優先
的に対策を進める感染症（優先疾病）が地域別に
決定されており、今後、最終目標である域内の優
先疾病根絶に向けて防疫計画を作成することとし

ています。
我が国は、その立ち上げの時から、OIE 及び
FAO への拠出を通じて、アジア・太平洋地域の
GF-TADs 活動に貢献しています。この国際貢献
は、域内各国等との協力関係の構築によりアジア・
太平洋地域の連携した感染症対策を推進するもの
です。しかし GF-TADs は、結果として日本への
感染症侵入リスクを軽減させるという国内の感染
症対策上も重要な意味も持っています。
このように、GF-TADs は、国際獣疫班が最も
重視している国際的な活動のひとつなのです。

髄概哨裂呼戴肌ぃ質幾松罪ｙ剄徐

去る３月２、３日に獣医師国家試験が行われ、受
験生の皆さんは試験結果が出るのを早く早くと待
ち望んでいるかと思います。
皆様に吉報が届くことを祈っております。
ところで皆さんは獣医師免許制度・国家試験がい
つから始まりどのような道を歩んできたかご存知
でしょうか？ここでは講義ではあまり習わないそ
れらの歴史を振り返ってみたいと思います。
明治の初期までは日本には獣医師の免許制度が
なく、伯楽（馬の鑑定、馬医療に優れた人）など
も診療を行うことができました。しかし明治 18
（1885）年８月 22 日に獣医免許規則が太政官布告
により公布、翌明治 19（1886）年７月１日に施行
され、免許を持った者しか診療を行うことはでき
なくなりました。これが現在の獣医師免許制度の
始まりです。そしてこの規則の第１条に「獣医ハ
獣医学術ノ試験ヲ受ケ農商務卿ヨリ開業免状ヲ得
タルモノトス」と定められ、免許を手に入れるた
めには試験を受けることが必要になりました。し
かし同規則第３条によって、官立及び府県立の獣
医学校を出た者や、農学校において獣医学を修め
た者については無試験で免許が授与されました。
試験は毎年二回行われ、その科目については家畜
解剖学、家畜生理学、家畜薬物学、家畜内科学、
家畜外科学の五科目であることが、獣医開業試験
規則の中で定められました。第一回の試験につい
ては、１府 29 県で明治 19 年３月上旬から６月下
旬に開催されることが明治 18 年８月 31 日に告示
されました。
３月１日から３日にかけて行われた東京試験場
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での第一回試験では、関東１府６県から 263 名が
受験し以下の問題に挑み、108 名が合格しました。

解剖学　
第１問　脊柱の大別を問う
第２問　食道の位置及び形状を問う
第３問　心臓の位置及び形状を問う　

生理学
第１問　血液肺臓循環中呼吸によって如何なる変

化をするか
第２問　消化された食物栄養管中何れの部に吸収

されるか
第３問　動物体中の老廃物を如何にして代謝する

か

薬物学
第１問　芫

げんせい

菁の性状及び効能を問う
第２問　蘆

ろか い

薈の用量及び用法を問う
第３問　石炭酸の外用を問う

内科学　
第１問　熱病の治療法を問う
第２問　腸炎の兆候如何
第３問　炭疽病の予防法を問う

外科学　
第１問　炎症の一般療法を問う
第２問　蹄炎の症候を問う
第３問　距関節の捩転の治療法を問う

明治 23（1890）年には獣医免許規則、獣医免許
試験規則が改正され、試験科目に新たに内科学お
よび外科学の実地試験ならびに蹄鉄学およびその
実地試験が加えられました。
獣医免許規則においては獣医学教育を修めるこ
とよりも試験に合格することに重きを置いていま
したが、獣医師法が大正 15（1926）年に公布、昭
和２（1927）年に施行され、専門学校以上の学校
で獣医学を修めた者に対し免許を与えることに重
点が移りました。
終戦後の昭和 24（1949）年、新制獣医師法が公布・
施行され、国家試験の受験資格が「獣医学の四年
以上にわたる過程を修めて、これを卒業した者」
となりました。しかし当時から獣医学教育を行う
のに４年では足りないという意見が専門家の間に
強く、関係者の長年の努力の結果、昭和 52（1977）
の獣医師法改正により、受験資格が修士課程修了
に、そして昭和 58（1983）年のさらなる改正によっ
て、現在のように学部６年間の課程を卒業した者
が国家試験を受けるようになりました。
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ある会社が「あなたの周りの何割くら
いが花粉症か」との意識調査をしたとこ

ろ、日本人の３割超が花粉症に悩んでいるという結
果が出ました。今年の花粉飛散量は過去５年間で最
も少ないと予想されていますが、花粉症は突然発症
します。日常生活の中で植物の花粉に接触し続ける
と、後天的に免疫を獲得し、再び花粉に接触するこ
とで過剰な免疫反応（アレルギー反応）を起こすも
のです。まだ大丈夫だと思っている人も、花粉情報
に注意して、花粉の飛散が多い日には、マスク、メ
ガネを着用し、予防することが大切です。
１月 30 日の６例目確認を最後に発生が収まって

いる韓国の口蹄疫情報です。６例目の危険区域（発
生場から半径３㎞以内の区域）の解除を行うため、
危険区域内の農場の清浄性確認検査を３月９日に

行ったところ、１戸の鹿農家で２頭の抗体陽性が確
認されました。飼養されていた 12 頭の鹿からウイ
ルスは分離されませんでしたが、予防のため全頭処
分されました。この検査結果を受け、韓国政府では
当分の間（22 日の週まで）危険区域の解除を延期
することとしました。早く終結することを願います。


